
くらしの情報 G o o d  L i f e  I n f o r m a t i o n

Good Life Information

生活便利帳

▶役場（時間外・休日の直通）
☎282-1111

▶教育委員会
（カルチャーセンター）

☎282-0888
▶スポーツセンター

☎282-4111
▶恐竜博物館

☎282-4051
▶天君ダム

☎284-2057
▶御船町甲佐町衛生施設組合
（ゴミ焼却場）☎282-0688
▶吉無田高原「緑の村」

☎285-2210
▶浄水センター

☎282-7066
▶御船地区衛生施設組合
（し尿処理場）☎282-2970
▶社会福祉協議会

☎282-0785
▶上益城消防署

☎282-1955
▶御船警察署

☎282-1110
▶上益城地域振興局

☎282-2111
▶御船保健所

☎282-0016
▶御船町地域包括支援センター

☎282-2911
▶眺世庵

☎282-0806

☎
2
8
2
-1
1
1
0（
内
線
４
４
１
）

役
場
総
務
課
地
域
・
防
災
係

☎
2
8
2
-1
1
1
1

（
内
線
２
１
３
・
２
１
４
）

ダ
ニ
媒
介
性
疾
患
に
注
意

〜
春
か
ら
秋
に
か
け
、

マ
ダ
ニ
の
活
動
が
活
発
に
な
り
ま
す
〜

マ
ダ
ニ
に
咬
ま
れ
る
こ
と
で
、
病
原
体
に

感
染
し
紅
斑
熱
な
ど
の
病
気
に
か
か
り
、
重

症
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
森
林
や
草
地

に
は
マ
ダ
ニ
が
多
く
生
息
し
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
場
所
に
行
く
と
き
は
、
マ
ダ
ニ
に
咬

ま
れ
な
い
よ
う
に
、
肌
の
露
出
を
少
な
く
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
虫
よ
け
ス
プ
レ
ー
（
Ｄ

Ｅ
Ｅ
Ｔ
を
含
む
）
も
効
果
的
で
す
。

※
マ
ダ
ニ
は
衣
類
や
寝
具
に
発
生
し
、
家
庭

内
に
生
息
す
る
ダ
ニ
と
異
な
り
ま
す
。

問　

県
健
康
危
機
管
理
課

☎
3
3
3
-2
2
4
0

無
料
登
記
相
談
を
行
い
ま
す（
予
約
制
）

熊
本
地
方
法
務
局
で
は
、
今
年
度
も
御
船

町
役
場
内
で
、
土
地
や
建
物
な
ど
の
売
買
・

繁
殖
期
の
野
鳥
保
護
及
び

指
導
取
締
強
化
月
間

春
は
野
鳥
の
繁
殖
期
で
す
。
巣
立
ち
し
た

ヒ
ナ
が
落
ち
て
い
て
も
、
必
ず
親
鳥
が
保
護

し
ま
す
の
で
拾
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。ま

た
、
県
で
は
５
月
10
日
か
ら
の
１
カ
月

間
を
指
導
取
締
強
化
月
間
と
定
め
、
違
法
捕

獲
な
ど
の
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
県

民
の
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、
メ
ジ
ロ
の
愛
が
ん
飼
養
目
的
の
捕

獲
は
、
鳥
獣
の
乱
獲
を
助
長
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、平
成
24
年
４
月
１
日
よ
り
、

新
た
な
捕
獲
の
許
可
は
し
な
い
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
町
農
業
振
興
課
、
ま
た
は
県

県
央
広
域
本
部
上
益
城
地
域
振
興
局
林
務
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

町
農
業
振
興
課

☎
2
8
2
-1
6
0
7

県
央
広
域
本
部
上
益
城
地
域
振
興
局
林

務
課　

☎
2
8
2
-0
3
3
3

知
お

ら
せ

養
育
里
親
さ
ん
募
集

県
内
に
は
、
親
の
病
気
や
虐
待
等
の
事
情

で
親
と
一
緒
に
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
（
０

〜
18
歳
ま
で
）
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
養
育

里
親
と
は
そ
の
子
ど
も
を
家
庭
に
迎
え
入

れ
、
親
が
養
育
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の

間
、
豊
か
な
愛
情
を
持
っ
て
育
て
て
く
だ
さ

る
人
の
こ
と
で
す
（
養
育
里
親
は
養
子
縁
組

で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

里
親
に
な
る
に
は
研
修
・
実
習
を
経
て
認

定
・
登
録
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
特
別
な

資
格
は
必
要
な
く
、
子
ど
も
の
委
託
期
間
中

は
一
定
の
手
当
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

興
味
や
関
心
が
あ
る
方
は
お
気
軽
に
お
問

合
せ
下
さ
い
。

問　

役
場
福
祉
課
児
童
福
祉
係

☎
2
8
2
-1
3
4
6

県
中
央
児
童
相
談
所
児
童
相
談
課

☎
3
8
1
-4
4
5
1

無
事
故
無
違
反
の
運
転
者
を
表
彰

御
船
地
区
安
全
協
会
で
は
、
無
事
故
や
無

違
反
の
人
を
対
象
に
「
永
年
無
事
故
運
転
者

表
彰
」
を
行
い
ま
す
。
表
彰
を
希
望
す
る
人

は
、
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。（
費
用
は

無
料
）

▼
対
象
者

▽
住
所
が
御
船
警
察
署
管
内
で
、
交
通
安

全
協
会
の
会
費
を
納
め
た
人
。

▽
平
成
27
年
６
月
30
日
現
在
で
、
運
転
免

許
（
原
付
免
許
含
む
）
を
取
得
後
、
10

年
、
20
年
、
30
年
、
40
年
以
上
の
年
数

が
経
過
し
て
い
る
人
で
、
無
事
故
や
無

違
反
運
転
の
人
。

▼
申
請
方
法

御
船
地
区
交
通
安
全
協
会
事
務
局
（
御
船

警
察
署
内
）
ま
た
は
役
場
２
階
地
域
・
防
災

係
に
、
免
許
証
と
印
か
ん
を
持
っ
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　

５
月
末
ま
で

問
・
申
請
窓
口

御
船
地
区
交
通
安
全
協
会
事
務
局

（
御
船
警
察
署
管
内
）

ん
。

熊
本
地
区
（
弁
護
士
相
談
有
）

▼
日
時　

５
月
25
日
月　

10
時
〜
15
時

（
受
付
は
14
時
30
分
ま
で
）

▼
場
所　

熊
本
市
中
央
区
手
取
本
町
８
番
９
号

く
ま
も
と
県
民
交
流
館
パ
レ
ア
会
議
室
１

（
鶴
屋
東
館
９
階
）

問　

熊
本
家
庭
裁
判
所
総
務
課
庶
務
係

☎
2
0
6
-5
1
4
7

無
料
法
律
相
談
を
行
い
ま
す（
先
着
8
人
）

町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
御
船
町
内
の

人
を
対
象
に
、
困
り
事
や
悩
み
事
の
無
料
法

律
相
談
を
毎
月
第
３
水
曜
日
に
行
っ
て
い
ま

す
。
相
談
は
、
弁
護
士
や
人
権
擁
護
委
員
、

行
政
相
談
員
が
伺
い
ま
す
。
相
談
は
予
約
制

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
着
８
人
ま
で
受
け

付
け
ま
す
。

▼
日
時　

５
月
20
日
水　

13
時
〜
16
時

▼
場
所　

町
社
会
福
祉
協
議
会「
ひ
ば
り
荘
」

▼
相
談
内
容

▽
民
事　

金
銭
の
貸
し
借
り
／
売
買
／
交

通
事
故
／
給
料
／
土
地
／
建
物
／
登
記
―

な
ど

▽
家
事　

離
婚
／
成
年
後
見
／
養
育
費
／

相
続
／
遺
産
―
な
ど

問　

町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
2
8
2
-0
7
8
5

要
約
筆
記
者
養
成
講
座（
全
21
回
）

要
約
筆
記
者
は
、
聴
覚
障
が
い
者
、
と
り

わ
け
中
途
失
聴
者
、
難
聴
者
の
社
会
参
加
を

支
援
す
る
た
め
、
話
し
言
葉
を
母
児
に
変
え

る
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援
を

行
い
ま
す
。
県
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
セ
ン

タ
ー
で
は
、
全
21
回
の
要
約
筆
記
者
養
成
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　

５
月
14
日
〜
10
月
29
日

（
毎
週
木
曜
日
）

※
８
月
13
日
〜
８
月
27
日
は
休
み

10
時
〜
15
時

▼
場
所　

県
身
体
障
が
い
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
熊
本
市
東
区
長
嶺
南
２
丁
目
３
-２
）

▼
対
象　

高
校
卒
業
以
上
の
学
力
を
有
す
る
人

▼
定
員　

①
手
書
き
20
人
（
先
着
順
）

②
パ
ソ
コ
ン
20
人
（
先
着
順
）

▼
費
用

3
，0
0
0
円
程
度（
テ
キ
ス
ト
代
）

▼
申
込
期
限　

４
月
30
日
木

問
・
申
し
込
み
先

県
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
セ
ン
タ
ー

☎
3
8
3
-5
5
9
5

募

集

自
衛
官
を
募
集

▼
幹
部
候
補
生
（
一
般
）

▽
資
格

•
大
卒
程
度
試
験　

22
歳
以
上
26
歳
未
満

（
20
歳
以
上
22
歳
未
満
は
大
卒
見
込
含
）、

修
士
課
程
修
了
者
等
（
見
込
含
）
は
28
歳

未
満

•
院
卒
者
試
験　

修
士
課
程
修
了
者
等
（
見

込
含
）
で
20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
人

▽
受
付
期
間　

３
月
１
日
日
〜
５
月
１
日
金

▽
試
験
日

１
次
＝
５
月
16
日
土
、
17
日
日

（
17
日
は
飛
行
要
員
の
み
）

贈
与
・
相
続
な
ど
の
登
記
に
関
す
る
無
料
相

談
を
、
奇
数
月
の
第
２
木
曜
日
（
３
月
を
除

く
）
に
行
い
ま
す
。
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
熊
本
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記

部
門
お
よ
び
法
人
登
記
部
門
（
熊
本
市
中
央

区
大
江
）
で
も
、
平
日
の
業
務
時
間
内
に
、

不
動
産
登
記
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
商
業
・

法
人
登
記
に
関
す
る
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。（
予
約
制
）

▼
期
日　

５
月
14
日
木
・
７
月
９
日
木
・

９
月
10
木
・
11
月
12
日
木
・
１
月
14
日
木

（
3
月
は
開
催
さ
れ
ま
せ
ん
）

▼
日
時　

10
時
〜
16
時（
12
時
〜
13
時
除
く
）

▼
場
所　

役
場
２
階
相
談
室
（
場
所
は
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

問
・
予
約
先

熊
本
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部
門

☎
3
6
4
-2
1
4
5

音
声
案
内
に
従
っ
て
、②
↓
①
↓
②
を
押

し
、御
船
町
相
談
予
約
と
申
し
出
く
だ
さ
い

無
料
法
律（
手
続
）相
談
会
を
開
催

裁
判
所
で
は
、
毎
年
、
憲
法
記
念
日
を
中

心
と
す
る
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
１
週

間
を
憲
法
週
間
と
し
、
今
年
も
無
料
法
律
相

談
会
を
熊
本
、
玉
名
、
山
鹿
、
阿
蘇
、
八
代
、

人
吉
地
区
で
実
施
し
ま
す
。
金
銭
、
土
地
、

家
庭
問
題
等
に
関
す
る
申
立
手
続
に
つ
い
て

は
裁
判
所
の
職
員
が
、
登
記
や
人
権
問
題
な

ど
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
法
務
局
の
職

員
が
そ
れ
ぞ
れ
応
じ
、
弁
護
士
が
相
談
会
に

参
加
す
る
地
域
に
お
い
て
は
、
手
続
相
談
の

み
で
な
く
各
種
法
律
相
談
に
つ
い
て
も
弁
護

士
が
応
じ
ま
す
。
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

４月26日日は、御船町長、御船町議会議員選挙投票日です。
送付された入場券に記載してある、投票所と投票時間を確認して投票に行き
ましょう。
選挙当日に投票ができない場合は、期日前投票ができます。詳しくは、町選
挙管理委員会までお問い合わせください。

21 20

４月26日日は町長・町議会議員選挙へ行こう

問町選挙管理委員会　☎２８２－１１１１


